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令和7年度造林事業標準単価の適用基準

Ⅰ　施行形態区分による標準単価の適用

Ⅱ　施業区分による標準単価の適用

全刈り

占有植生　

全刈りⅠ カヤ、笹類、ツル、バラ類、灌木類 全刈り

全刈りⅡ カヤ、笹類、ツル、バラ類、灌木類 全刈り（2回刈）

筋刈り

占有植生　

筋刈り カヤ、笹類、ツル、バラ類、灌木類 筋刈り

備考　本表は植栽列等に沿って刈り払いを行う「筋刈り」に適用する。

Ⅲ　社会保険料等について

　　　社会保険料等は、現場従業員及び現場労働者に係る労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料のうち

    法定の事業主負担分（労災保険の特別加入制度に係る保険料を含む。）並びに退職金共済制度（林業退職金共済制度（林

　　退共）、建設業退職金共済制度（建退共）、中小企業退職金共済制度（中退共））の掛金とする。　

　　　施行地ごとに、事業に従事した各現場労働者について社会保険等（労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金及び退職

　　共済制度）の加入状況に応じ、表１に示す点数を合計し、当該現場労働者数で除して算出される平均点数に応じて、表２に

　　示す加算率を適用する。

（表１）

加入している場合の点数

６点

１点

５点

１０点

中小企業退職金共済制度以外 ２点

中小企業退職金共済制度 ３点

（表２）

平均点数 加算率

　１点以上　　７点未満 3%

　７点以上　１３点未満 10%

１３点以上　２３点未満 13%

　　　　　　２３点以上 18%

Ⅳ　現場監督費について

　　　熱中症対策として、7月1日から8月31日までを含む都道府県が設定する期間に、事業期間の過半を占める下刈りにおいては、

　　標準単価の1％に相当する額を現場監督費とは別に間接費に計上することができる。

適 用

備 考

請 負

区 分

ただし、施業委託による場合は、上記「受託」区分を適用

　健康保険

　厚生年金保険

　退職金共済制度

区 分

自 力

適 用

森林所有者が森林組合等へ施業の委託を行わず、自己の労務等で実施する場合

森林組合等が森林所有者から施業の委託を受けて実施する場合

市町等が森林組合等と請負（委託）契約により実施する場合

受 託

区 分
適 用

備 考

社会保険等

　労災保険

　雇用保険



令和7年度造林事業標準単価一覧 １ha当たり

雇用

占有植生　 備考 形態 3% 10% 13% 18% 3% 10% 13% 18%

有 238,000 252,000 258,000 267,000 262,000 277,000 283,000 294,000

無 192,000 198,000 211,000 217,000 227,000 218,000 233,000 239,000 249,000

有 444,000 469,000 480,000 497,000 488,000 516,000 528,000 547,000

無 358,000 369,000 394,000 404,000 422,000 405,000 433,000 445,000 465,000

有 77,000 81,000 83,000 86,000 85,000 89,000 91,000 95,000

無 62,000 64,000 68,000 70,000 73,000 70,000 75,000 77,000 80,000

熱中症対策

雇用

占有植生　 備考 形態 3% 10% 13% 18% 3% 10% 13% 18%

有 240,000 254,000 260,000 269,000 264,000 279,000 285,000 296,000

無 193,000 199,000 213,000 219,000 229,000 220,000 235,000 241,000 251,000

有 448,000 473,000 484,000 501,000 492,000 521,000 533,000 552,000

無 361,000 372,000 397,000 408,000 426,000 409,000 437,000 449,000 469,000

有 77,000 81,000 83,000 86,000 85,000 89,000 91,000 95,000

無 62,000 64,000 68,000 70,000 73,000 70,000 75,000 77,000 80,000

下

刈

（
熱

中

症

対

策

）

全刈Ⅰ カヤ、笹類、ツル、バラ類、灌木類

全刈Ⅱ カヤ、笹類、ツル、バラ類、灌木類

筋刈り カヤ、笹類、ツル、バラ類、灌木類

請 負施
業
名

区分
適用

自力
受 託

下

刈

全刈Ⅱ カヤ、笹類、ツル、バラ類、灌木類

施
業
名

筋刈り カヤ、笹類、ツル、バラ類、灌木類

全刈Ⅰ カヤ、笹類、ツル、バラ類、灌木類

請 負受 託
自力区分

適用


